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この解説書の利用方法 
 
１．【ここで見抜く】 

正誤の判断のキメ手になるポイントを掲載しています。ここを確認すれば，どこが
誤りなのか，明確に分かります。 
 

２．【出題頻度】 
◎…直近 5年間で 2回以上本試験で出題されている論点をメインに扱う問題です。近年の

本試験でよく出題される分野ですので，間違えた場合は最優先で復習しましょう。 
○…過去 3回以上本試験で出題されている論点をメインに扱う問題です。本試験頻出分野

ですので，今後も出題が予想されます。間違えた場合には注意しましょう。 
 

３．【出題ポイント】 
各問題の肢で聞かれている知識の内容を分類して表示しています。例えば，条文知識を

問う肢が 3つある場合は「条文知識：３」と表示されます。 
 
４．【コメント】 

復習の際の参考としていただくために，問題作成者によるコメント（本試験の出題傾向，
出題意図，解答の際の注意点など）を掲載しています。出題の背景を知ることで，演習の
効果がさらに増します。 

 
５．【類似過去問】 

各問コメント欄の下にある【類似過去問】では，その問題に関連する過去問を表示
しています。 

 

６．【関連】 
各肢の解説末尾に，関連過去問肢の番号を掲載しています。出題実績のある重要肢

のチェックにご活用ください。 
 

７．【本問のキメ肢】 
主に，キメ肢が解答時間短縮等に役立つ問題について掲載しております。 

 
８．【✍学習の指針】 

関連する分野のまとめなどを適宜掲載しています。 
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第２問 役員の資格等 
目標解答時間 DATEを記入 ／ ／ ／ 出題頻度 

１分３０秒 チェック    ○ 
〈出題ポイント〉 条文知識：５  判例知識：０  先例知識：０  学説：０  その他：０ 

 

株式会社の役員の資格等に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているもの

の組合せは，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 法人が取締役や監査役となることはできないが，法人が会計参与や会計監査人とな

ることができる場合がある。 

イ 指名委員会等設置会社の監査委員は，当該株式会社の支配人を兼ねることはできな

いが，報酬委員は，当該株式会社の支配人を兼ねることができる。 

ウ 破産手続開始の決定を受けて復権していない者でも，取締役になることができる。 

エ 会社法違反の罪を犯し，禁錮以上の刑に処されたが，執行猶予の期間を満了した者

でも，取締役になることができる。 

オ 親会社の会計参与が子会社の会計参与を兼ねることはできない。 

1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5 ウオ 
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第２問 役員の資格等 
科 目 

正解 ３ 
会社法 

 

【コメント】 

役員等の欠格事由や兼任禁止規定についての出題です。会社法上の役員等の地位について

は，兼任禁止や欠格事由に関するさまざまな規定が置かれています。当該株式会社内での

兼務に関する規定と親会社・子会社間における兼務に関する規定の区別，それと，できれ

ば欠格事由と兼任禁止規定の区別を押さえることが望ましいです。たとえば，監査役は子

会社の会計参与を兼ねることができないというのが兼任禁止規定ですが，当該株式会社の

監査役及び子会社の監査役は，会計参与になることができない，という規定は，会計参与

の欠格事由を定めたものとされています。 

類似過去問 平 7-32，平 15-34，平 18-31，平 20-34，平 22-29，平 23-31，平 24-31 

 

ア正しい。本記述は，会社法 331 条 1 項 1 号，335 条 1 項，333 条，337 条により正しい。法

人であることは欠格事由に当たるので，法人が取締役及び監査役となることはでき

ない（会社法 331 条 1 項 1 号，335 条 1 項）。他方，監査法人は会計参与及び会計

監査人となることができ，税理士法人は会計参与となることができる（会社法 333

条，337 条参照）。なお，法人は，指名委員会等設置会社の執行役になることもで

きない（会社法 402 条 4 項）。ちなみに，株式会社の発起人や持分会社の社員には，

法人もなり得る（会社法 27 条 5 号及び 576 条 1 項 4 号における「名称」という文

言を参照）。 

 【関連：平 22-29-エ】 

 

イ誤 り。【ここで見抜く】本記述は，報酬委員は，当該株式会社の支配人を兼ねることがで

きるとする点で，誤っている。 

指名委員会等設置会社の指名委員，監査委員及び報酬委員は，いずれも取締役の中

から選定される（会社法 400 条 2 項）。そして，指名委員会等設置会社の取締役は，

当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない（会社法 331 条 4

項）。よって，監査委員が支配人を兼ねることができないとする本記述の前段は正

しいが，報酬委員が支配人を兼ねることができるとする本記述の後段は誤っている。

なお，監査委員は，子会社の支配人その他の使用人等を兼ねることもできない（会

社法 400条 4項）。 

 【関連：平 20-34-ア】 

 

ウ正しい。平成 18 年 5 月 1 日の会社法施行前には「破産手続開始の決定を受け復権していな

い者」は，取締役の欠格事由とされていたが（会社法施行前の商法 254 条の 2 第 2
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号），会社法では取締役の欠格事由から除外された。中小企業が破産した場合にお

いて，経営者が会社の債務について個人保証をしていた結果，経営者自身も破産す

る羽目に陥り，復権に時間がかかるケースが多数見られ，早期に破産者に経済的再

生の機会を与えることが国民経済上有用である，との観点からである。したがって，

本記述は正しい。なお，破産手続開始の決定は，委任の終了事由に該当するため

（民法 653 条 2 号），取締役が破産手続開始の決定を受けた場合は，その地位を失

う（会社法 330条）。 

 【関連：平 22-29-ア】 

 

エ正しい。刑事罰を受けた者に係る取締役の欠格事由については，①会社法及び一般法人法そ

の他会社法秩序に関連する一定の罪を犯し，刑に処せられた場合と②それ以外の法

令違反により禁錮以上の刑に処せられた場合が区別される（会社法 331条 1項 3号，

4 号）。①の場合，執行猶予中の者も欠格事由に該当し，また，刑の執行を終わり，

又はその執行を受けることがなくなった日から 2年を経過するまでの者も欠格事由

に該当する（会社法 331 条 1 項 3 号）。これに対し，②の場合，執行猶予中の者は

欠格事由に該当せず，また，刑の執行を終わり，又はその執行を受けることがなく

なった者は，直ちに欠格事由に該当しなくなる（会社法 331 条 1 項 4 号）。本記述

では，①の場合において，執行猶予期間を満了した者が欠格事由に該当するか否か

が問題になるが，執行猶予期間を満了したときは刑の言渡しが効力を失うので（刑

法 27条），満了時に欠格事由に該当しなくなるとされている。したがって，本記述

は正しい。 

 【関連：平 22-29-オ】 

 

オ誤 り。株式会社又はその子会社の取締役，監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用

人は，当該株式会社の会計参与となることはできない（会社法 333 条 3 項 1 号）。

当該会社又は子会社の取締役，執行役，使用人であることが会計参与の欠格事由と

されるのは，会計参与は，会社の業務執行から独立した立場にいる必要があるから

である。また，当該会社の監査役であることが会計参与の欠格事由とされているの

は，自らが会計参与として作成に関与した計算書類等を監査させるのは，適当では

ないからである。しかし，親会社の会計参与が子会社の会計参与となること及びこ

れらの地位を兼任することを禁止する規定はない。よって，親会社の会計参与が子

会社の会計参与を兼ねることはできる。したがって，本記述は誤っている。 

 【関連：平 24-31-イ】 

 

以上により，誤っている記述はイとオであり，したがって，正解は肢 3となる。 
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【本問のキメ肢】 

株式会社の役員の資格等に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，後記 1 から 5

までのうち，どれか。 

正 ア 法人が取締役や監査役となることはできないが，法人が会計参与や会計監査人となることができる場合

がある。⇒会社法 331条 1項 1号，335条 1項，333条，337条。 

誤 イ 指名委員会等設置会社の監査委員は，当該株式会社の支配人を兼ねることはできないが，報酬委員は，

当該株式会社の支配人を兼ねることができる。⇒指名委員会等設置会社の指名委員，監査委員及び報酬委

員は，いずれも取締役の中から選定され，指名委員会等設置会社の取締役は，当該株式会社の支配人その

他の使用人を兼ねることができない。 

 

1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5 ウオ 

→正解 ３ 
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第３問 取締役の責任 
目標解答時間 DATEを記入 ／ ／ ／ 出題頻度 

３分３０秒 チェック    ○ 
〈出題ポイント〉 条文知識：５  判例知識：０  先例知識：０  学説：０  その他：０ 

 

取締役（監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役であって，競業又は利益

相反取引について監査等委員会の承認を受けた者を除く。）の株式会社に対する損害賠

償責任に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，後記 1か

ら 5までのうち，どれか。 

ア 取締役が自己のために株式会社と取引を行い，これによって損害が生じた場合，任

務を怠ったものと推定されるが，当該任務懈怠が当該取締役の責めに帰することが

できない事由によるものであることを証明すれば，損害賠償責任を免れることがで

きる。 

イ 社外取締役が自己のために株式会社と取引を行い，これによって損害が生じた場合

であっても，定款に定めた額の範囲内で，あらかじめ株式会社が定めた額と会社法

に定めのある最低責任限度額のいずれか高い額を当該社外取締役の責任の限度額と

する契約が締結されていたときは，善意無重過失の当該社外取締役は，当該責任の

限度額の範囲内でしか損害賠償責任を負わない。 

ウ 取締役が第三者のために株式会社と取引を行い，これによって損害が生じた場合，

当該取引の承認に係る取締役会の決議に賛成した他の取締役も任務を怠ったものと

推定され，株式会社に対し，これによって生じた損害を賠償する責任を負うが，総

株主の同意によってこの責任の全部を免除することができる。 

エ 株主の権利の行使に関し，取締役が当該株式会社又はその子会社の計算において財

産上の利益の供与をした場合，利益の供与をした取締役がその職務を行うについて

注意を怠らなかったことを証明しても，供与した利益の価額に相当する額を支払う

義務を負うが，総株主の同意によらなければ，この責任を免除することができない。 

オ 剰余金の配当が分配可能額を超えてされた場合，配当を行った取締役は，職務を行

うについて注意を怠らなかったことを証明しなければ，交付された金銭等の帳簿価

格に相当する金額を賠償する責任を免れることができないが，総株主の同意があれ

ば，配当時の分配可能額を限度とする責任の一部免除をすることができる。 

1 アイ     2 アエ     3 イウ     4 ウオ     5 エオ 
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第３問 取締役の責任 
科 目 

正解 １ 
会社法 

 

【コメント】 

直近の本試験では利益相反取引に関連して対話形式で問われた，取締役の会社に対する損

害賠償責任に関する出題です。任務懈怠に関する責任については，定款で定めることによ

って取締役会の決議等による責任一部免除や責任限定契約の締結が可能になり，これらの

定めは登記事項とされています（会社法 423 条 1 項以下）。この一般的な責任（記述アから

ウまで）のほか，会社法（午前の部択一式）対策として，剰余金の配当に関する責任（会

社法 462 条 1 項）や株主の権利の行使に関する利益の供与に関する責任（会社法 120 条 4

項）があり（記述エ，オ），これらは定款の定めによる責任の一部免除や制限の対象になら

ないことにも注意を要します。 

類似過去問 平 1-34，平 6-31，平 10-33，平 14-30，平 30-30 

 

ア誤 り。取締役が自己のために会社と取引を行い，当該取引によって会社に損害が生じた場

合，当該行為の利益相反の度合いが著しく高いため，任務懈怠が推定される（会社

法 423条 3項）とともに，会社に対する損害賠償責任が加重され，無過失責任であ

るとされている（会社法 428 条 1 項）。よって，自己のために会社と利益相反取引

を行った取締役は，任務懈怠が自己の責めに帰することができない事由によるもの

であることをもって会社に対する損害賠償責任を免れることはできない。したがっ

て，本記述は誤っている。 

  【関連：平 30-30-ウ】 

 

イ誤 り。取締役（業務執行取締役等を除く。），会計参与，監査役又は会計監査人（非業務執

行取締役等）については，定款の定めに基づき，会社と非業務執行取締役等との契

約によってその責任の限度額を定めることができる（会社法 427 条 1 項）。社外取

締役は，「取締役（業務執行取締役等を除く。）」に該当する（会社法 2条 15号イ参

照）から，かかる責任限定契約を会社と締結することができる。これは，いくら賠

償責任を負わされるかの予測を可能にして，社外取締役等に就任しやすくするため

の制度である。しかし，自己のために会社と直接取引をした社外取締役について，

上記の契約によって責任が限定されることはない（会社法 428 条 2 項）。したがっ

て，本記述は誤っている。なお，上記取引の相手方である取締役の責任について，

会社法 425条から 427条までの規定による一部免除や責任の制限は認められてない

が（会社法 428 条 2 項），総株主の同意による免除（会社法 424 条）は可能とされ

ている。 

  【関連：平 30-30-エ】 
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ウ正しい。本記述は，会社法 423 条 1 項，3 項 3 号，424 条により正しい。利益相反取引によ

って株式会社に損害が生じた場合，当該利益相反取引に関する取締役会の承認の決

議に賛成した取締役もその任務を懈怠したものと推定されるので，会社に対し損害

賠償責任を負う（会社法 423 条 1 項，423 条 3 項 3 号）。もっとも，総株主の同意

によって，その損害賠償責任の全部を免除することができる（会社法 424条）。 

 【関連：平 1-34-4】 

 

エ正しい。本記述は，会社法 120 条 4 項，5 項により正しい。株式会社が株主の権利の行使に

関して財産上の利益を供与することは禁止されている（会社法 120条）が，この規

定に違反して，株主の権利の行使に関し利益供与が行われた場合，当該利益供与に

関与した取締役・執行役（以下取締役等）は，株式会社に対して，連帯して，供与

した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う（会社法 120 条 4 項）。この義務

を負うべき者は利益供与に関与した取締役等で，この責任は過失責任であるが，立

証責任は取締役等の側が負い，取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなか

ったことを証明しなければならない。ただし，実際に利益供与をした取締役等の責

任は無過失責任であるとされている（会社法 120 条 4 項ただし書）。そして，この

取締役等の利益相当額を支払う義務については，総株主の同意がなければ，免除す

ることはできない（会社法 120条 5項）。 

 【関連：平 10-33-ア】 

 

オ正しい。本記述は，会社法 462条 3項により正しい。違法な剰余金の配当がされた場合，当

該行為に関する職務を行った業務執行者及び，当該行為が株主総会または取締役会

決議に基づき行われた場合には，その議案を提案した取締役は，会社に対して連帯

して，交付された金銭等の帳簿価格に相当する金額を賠償する責任を負う。この責

任は過失責任とされるが，無過失の立証責任は取締役側が負い，取締役がその職務

を行うについて注意を怠らなかったことを証明しなければ，責任を免れることはで

きない（会社法 462 条 2 項）。また，取締役等の会社に対する責任は総株主の同意

があれば免除することができると一般にはされているが，違法配当に関する責任に

ついては，免除することができないとされている（会社法 462 条 3 項本文）。しか

し，総株主の同意があれば，配当時の分配可能額を限度として，この責任を免除す

ることができる（会社法 462条 3項ただし書）。 

 

以上により，誤っている記述はアとイであり，したがって，正解は肢 1となる。 
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 【ＭＥＭＯ】 
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第４問 募集株式の発行 
目標解答時間 DATEを記入 ／ ／ ／ 出題頻度 

２分３０秒 チェック    ○ 
〈出題ポイント〉 条文知識：５  判例知識：０  先例知識：０  学説：０  その他：０ 

 

募集株式の発行等に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，

後記 1から 5までのうち，どれか。なお，種類株主総会において議決権を行使すること

ができる種類株主が存しない場合は考慮しないものとする。 

ア 公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発行す

る場合，当該株式が譲渡制限株式であるときは，当該譲渡制限株式の株主を構成員

とする種類株主総会の決議を得る必要がある。 

イ 株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発行する場合にお

いて，ある株主が割当てを受けるべき募集株式の数に 1 株に満たない端数があると

きは，当該端数は当然に切り捨てられる。 

ウ 取締役会設置会社以外の会社が，株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法に

より募集株式を発行する場合，株主総会の特別決議により，取締役に募集事項の決

定を委任することができる。 

エ 種類株式発行会社が，ある種類の株式を有する株主に株式の割当てを受ける権利を

与える方法により募集株式を発行する場合，当該株主が有する種類の株式と別の種

類の株式を割り当てる旨を定めることはできない。 

オ 株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発行する場合，当

該募集株式の引受けの申込期日の 2 週間前までに，割当てを受ける権利を有する株

主に対し，当該株式の募集事項等を通知しなければならないが，この通知は公告を

もって代えることができる。 

1 アウ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5 エオ 
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第４問 募集株式の発行 
科 目 

正解 ４ 
会社法 

 

【コメント】 

募集株式の発行の手続については，それが株主割当ての方法による場合か否か（商業登記

に関する文献では，「株主割当て」以外の場合を「第三者割当て」と呼ぶのが通常ですが，

会社法の講学上「公募」「縁故募集」などと細分化して説明がされることもあります。），ま

た，発行する株式会社が公開会社か否かで場合分けをして押さえることがポイントです。

択一式の出題傾向として，これらの区別ができているかどうかが聞かれることも稀ではあ

りません（記述ア，ウ）。 

類似過去問 平 2-32，平 5-34，平 20-29 

 

ア誤 り。【参照】会社法 202条 5項 

【ここで見抜く】本記述は，当該譲渡制限株式の株主を構成員とする種類株主総会

の決議を得る必要があるとしている点で，誤っている。 

種類株式発行会社において募集株式を発行する場合，当該株式が譲渡制限株式で

あるときは，当該種類の株式に関する募集事項の決定は，当該種類株主総会決議

がなければ，その効力を生じない（会社法 199 条 4 項本文）。しかし，この規定は，

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合について，その適用を除外されて

いる（会社法 202条 5項）。 

 

イ正しい。本記述は，会社法 202条 2項により正しい。株主に株式の割当てを受ける権利を与

える場合，当該株式会社を除く株主はその有する株式の数に応じて募集株式の割当

てを受ける権利を有する（会社法 202 条 2 項本文）。ただし，当該株主が割当てを

受ける募集株式の数に 1株に満たない端数があるときは，これを切り捨てるものと

されている（会社法 202 条 2 項ただし書）。株式会社の事務処理上の負担を軽減す

る趣旨である。 

  【関連：平 23-29-オ】 

 

ウ誤 り。公開会社でなく取締役会を設置していない株式会社が株主割当ての方法により募集

株式を発行する場合において，募集事項及び株主割当てに関する事項（会社法 199

条 1 項，202 条 1 項）は，取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定

めがあるときは，取締役の決定によって，そのような定めがないときは，株主総会

の決議によって，定めなければならない（会社法 202 条 3 項 1 号，4 号）。株主総

会の決議によって取締役に募集事項等の決定を委任できる旨の規定はない（会社法

202 条 5 項参照）。したがって，本記述は誤っている。なお，第三者割当ての方法
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により募集株式を発行する場合は，株主総会の特別決議により，募集事項の決定を

取締役（取締役会設置会社にあっては，取締役会）に委任することができる（会社

法 200条 1項前段，309条 2項 5号）。 

  【関連：平 20-29-エ】 

 

エ正しい。本記述は，会社法 202条 1項 1号により正しい。種類株式発行会社が株主に株式の

割当てを受ける権利を与える場合，割当てを受けることができる株式は，当該株主

の有する種類の株式と同一種類のものである(会社法 202条 1項 1号括弧書)。株主

の有する種類の株式と別の種類の株式を割り当てる場合は，株主に株式の割当てを

受ける権利を与える場合に該当せず，第三者割当ての方法によるものとして，通常

の募集株式の発行の手続（会社法 199条）が必要である。したがって，本記述は正

しい。 

   

オ誤 り。【参照】会社法 202条 4項 

【ここで見抜く】本記述は，通知は公告をもって代えることができるとしている点

で，誤っている。 

株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込期日を定めた場合

（会社法 202 条 1 項 1 号，2 号），株式会社は引受けの申込期日の 2 週間前までに，

割当てを受ける株主に対し，①募集事項，②当該株主が割当てを受ける募集株式の

数及び③申込期日を通知しなければならず（会社法 202 条 4 項），この通知は，公

告をもって代替することができない。この通知は，各株主に申込みの機会を与える

ためのものだからである。なお，公開会社が第三者割当ての方法によって募集株式

を発行する場合において，取締役会の決議で募集事項を定めたときにおける募集事

項の通知（会社法 201条 3項）については，公告をもって通知に代えることができ

る（同条 4項）。 

  【関連：平 5-34-オ】 

 

 

以上により，正しい記述はイとエであり，したがって，正解は肢 4となる。 
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【ＭＥＭＯ】 
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第５問 役員変更の登記① 
目標解答時間 DATEを記入 ／ ／ ／ 出題頻度 

３分００秒 チェック    － 
〈出題ポイント〉 条文知識：１  判例知識：０  先例知識：０  学説：０  その他：４ 

 

役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組

合せは，後記 1から 5までのうちどれか。なお，各記述に明示されていない限り，役員

の員数について定款の別段の定めはないものとする。 

ア 定款で取締役の任期は選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする旨を定めている会社において，ある取締役が

その選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時の経過後に辞任した場合，当該取締役の辞任の登記の申請書には，辞任を

証する書面のほか，定款を添付しなければならない。 

イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを適法に設けて

いる公開会社でない会社（監査役会設置会社でない監査役設置会社）に監査役Ａが

ある場合において，当該会社が大会社となり，これに伴って必要とされる定款変更

及び監査役Ｂの選任の決議を行い，Ｂの就任承諾があったときは，監査役Ａの退任

の登記の申請をしなければならない。 

ウ 会計監査人Ｃの辞任により会計監査人がいなくなった場合において，仮会計監査人

が就任していないときであっても，会計監査人Ｃの辞任の登記の申請をすることが

できる。 

エ 取締役の中から代表取締役を定めた後，当該代表取締役が欠けた場合，定款に「当

会社に取締役 2 名を置き，取締役の互選により代表取締役 1 名を置く。」との定めが

ある会社においては，残存する他の取締役について「代表権付与」を原因とする代

表取締役の変更の登記を申請しなければならない。 

オ 取締役会設置会社の定めを廃止するとともに代表取締役の互選規定を定め，従前の

代表取締役Ｄを取締役の互選により代表取締役に選定し，Ｄの就任承諾があった場

合であっても，代表取締役Ｄの重任の登記の申請をすることを要しない。 

1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5 ウオ 
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第５問 役員変更の登記① 
科 目 

正解 ２ 
商業登記法 

 

【コメント】 

株式会社における役員等の変更登記，つまり，取締役，代表取締役，監査等委員である取

締役，会計参与，監査役，会計監査人，指名委員会等の委員，執行役，代表執行役に関す

る変更の登記は，商業登記法の学習の上で一つの山場といえるでしょう。このジャンルか

らはほぼ毎年択一式で出題される上，記述式答案の作成上も必ずと言っていいほど問題と

されます。 

類似過去問 平 25-33，平 26-34 

 

ア誤 り。【ここで見抜く】本記述は，定款を添付しなければならないとする点で，誤ってい

る。 

辞任をすることができる役員は，任期中の者だけである。そこで，取締役が会社法

所定の任期の経過後に辞任する場合において，在任中であることを任期の伸長に係

る定めの記載のある定款の添付によって証明しなければならないか否かが問題にな

る。この点，辞任の旨の記載のある辞任届等以外に，任期を伸長する旨の定めを設

ける定款変更を証する株主総会議事録や当該定めの記載がある定款の添付は不要と

されている。 

 

イ正しい。本記述は，会社法 336 条 4 項 3 号により正しい。監査役の監査の範囲を会計に関

するものに限定している会社が，大会社となり，これに伴って必要とされる定款

変更を行ったという記述から以下のことが判断できる。①会計監査人が設置され

たこと（会社法 327条 5項，328条により監査等委員会設置会社・指名委員会等設

置会社を含む大会社（公開会社か否かを問わない。）は，全て会計監査人を置かな

ければならない。）。②会計監査人設置会社は監査役の監査の範囲を会計に関する

ものに限定する旨の定款の定めを置くことができないので（会社法 389 条 1 項括

弧書），当該定款の定めを廃止する決議をしたこと（又は，明示的に当該定めの廃

止の決議をしなくても，①の会計監査人設置会社の定めの設定により，その定め

の効力が失われたこと）。そして，①又は②の定款変更に伴い任期中の監査役は任

期満了により退任することになる（会社法 336 条 4 項 3 号）。よって，本記述の監

査役Ａは任期満了により退任し，後任の監査役Ｂが就任することによって権利義

務監査役（会社法 346 条 1 項）となることもないので，Ａの退任の登記を申請し

なければならない。 

 

ウ正しい。会計監査人には，取締役・会計参与・監査役などの役員と異なり，任期満了又は辞

任により役員を欠き，又は法令若しくは定款に定める役員の員数を欠くことになっ

た場合における権利義務役員の規定の適用がない（会社法 346条 1項，329条 1項
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参照）。よって，後任の会計監査人が就任していない場合であっても，会計監査人

の辞任の登記の申請をすることができる。また，会計監査人が欠けた場合又は定款

で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において，遅滞なく会計監査人が選任され

ないときは，監査役（監査役会設置会社においては監査役会）は，一時会計監査人

の職務を行うべき者を選任しなければならない（会社法 346 条 4 項，6 項）とされ

ているが，会計監査人の退任（辞任）の登記と仮会計監査人の就任の登記とを同時

に申請しなければならないという規定はなく，会計監査人の退任（辞任）の登記の

みを申請することもできる。したがって，本記述は正しい。 

 

エ誤 り。取締役の中から代表取締役を定めた後，当該代表取締役が欠けた場合において，定

款に「当会社に取締役 2 名を置き，取締役の互選により代表取締役 1 名を置く。」

と定めてあるときは，必ず取締役を 2名選任し，そのうちの 1名を必ず互選で定め

る趣旨であり，他の取締役の代表権が当然に復活するわけではないので（登研

646P.118），残存する他の取締役について登記原因を「代表権付与」とする代表取

締役の変更の登記を申請することはできない。したがって，本記述は誤っている。

なお，取締役の中から代表取締役を定めた後，当該代表取締役が欠けた場合におい

て，定款に「当会社に取締役 2名以内を置き，取締役の互選により代表取締役 1名

を置く。」と定めているときは，「取締役が 2名の場合には，そのうちの 1名を互選

で定め，取締役が 1名の場合には当然にその者が代表取締役になる」趣旨と解され

るため，定款を添付して，残存する他の取締役について登記原因を「代表権付与」

とする代表取締役の変更の登記を申請することができる。 

  【関連：平 26-34-ウ】 

 

オ正しい。取締役会を廃止して，取締役の互選により従前の代表取締役を選定した場合には，

登記実務上，当該代表取締役には変更は生じないものとして取り扱われている。代

表取締役の選定行為があっても，それは一度代表権を失って再度代表取締役となっ

たというより，引き続き代表取締役であることを確認する決議をしたものとするの

が会社の合理的意思と判断できるからである。よって，取締役会設置会社の定めの

廃止の登記の申請をすれば足り，従前の代表取締役の重任の登記の申請をすること

を要しない。したがって，本記述は正しい。なお，このように代表取締役に関する

登記の申請を要しない場合，当該取締役会設置会社の定めの廃止の登記の申請の添

付書類として，定款変更に係る株主総会議事録を添付する必要はあるが，互選規定

を定めた定款，代表取締役を選定した互選書及び代表取締役の就任承諾書を添付す

ることを要しないと解されている。 

 

以上により，誤っている記述はアとエであり，したがって，正解は肢 2となる。 
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✍学習の指針 

【役員の変更】 

□□ 取締役を選任した株主総会の決議において，当該選任決議の効力の発生時期を遅らせた

場合，その取締役の任期は，選任決議によって定めた効力発生日から起算される。 

誤 り。任期の起算点は事実行為としての株主総会の選任決議時とされており，その効力

発生時期を遅らせたとしても，任期を起算すべき日に影響はない。 

 

□□ 事業年度を変更したことにより，在任取締役が任期満了により退任する予定である定時

株主総会の時期が繰り上げられた場合，在任取締役の任期もその定時株主総会の終結時に

満了する。 

正しい。昭 35.8.16民 4.146 

 

□□ 定時株主総会の終結と同時に辞任する取締役が，当該定時株主総会において再選され，

直ちに就任承諾した場合，その取締役について，重任ではなく，辞任及び就任による変更

の登記を申請しなければならない。 

正しい。取締役の重任とは，任期満了による退任で時間を置かずに就任することをいう。 

 

□□ 監査役会設置会社の定めを廃止した場合，在任中の監査役は任期満了により退任する。 

誤 り。監査役を置く旨の定款の定めを廃止した場合，監査役の任期が満了する。会社法

336条 4項参照 

 

□□ 役員が欠けた場合において予選された補欠役員の就任による変更の登記を申請するとき

は，当該登記の申請書には，定款を添付しなければならない。 

誤 り。補欠役員を予選しうること自体は定款で定める必要はない（会社法 329 条 3 項）。

ただし，予選の効力を有する期間を伸長する旨の記載のある定款の添付が必要な

場合がある（商登規 61条 1項，会社施行規 96条 3項）。 

 

□□ 取締役としての権利義務を有する者が死亡した場合，その死亡の日付で退任の登記を申

請しなければならない。 

誤 り。本来の退任事由である任期満了又は辞任の日を退任年月日としなければならない

（昭 39.10.3 民甲 3197）。員数を満たす後任者の就任に伴って退任の登記をする

場合でも同様である（昭 31.4.6民甲 746）。 
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第６問 役員変更の登記② 
目標解答時間 DATEを記入 ／ ／ ／ 出題頻度 

３分３０秒 チェック    － 
〈出題ポイント〉 条文知識：３  判例知識：０  先例知識：２  学説：０  その他：０ 

 

役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せ

は，後記 1から 5までのうち，どれか。 

ア 監査役Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの 4名を置く監査役設置会社において，監査役Ａ及びＢの

みが社外監査役の要件に該当する場合，当該会社が新たに監査役会を置く旨の定款

の変更をしたとしても，新たに社外監査役の要件に該当する監査役 1 名を選任し，

その就任による変更の登記と併せて申請するのでなければ，監査役会設置会社の定

めの設定の登記を申請することはできない。 

イ 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定を設けようとする株式会社に最終

完全親会社等に該当する株式会社がある場合，当該定めの設定の登記の申請書には，

当該株式会社における定款変更の決議に係る株主総会の議事録だけでなく，最終完

全親会社等である株式会社における承認決議に係る株主総会の議事録をも添付しな

ければならない。 

ウ 取締役Ａ，Ｂ及びＣがいる取締役会を置かない株式会社において，取締役の全員が

各自会社を代表していた場合において，定款を変更して取締役会を設置し，取締役

会の決議で代表取締役Ａを選定したときは，Ａについては代表取締役の就任の登記，

Ｂ及びＣについては，代表取締役の代表権喪失による退任の登記を申請することを

要する。 

エ 同時期に就任した取締役Ａ，Ｂ及びＣがある場合において，増員取締役としてＤが

就任した後に，取締役Ａ，Ｂ及びＣの任期満了退任に係る定時株主総会において

「増員により選任された取締役の任期は，他の在任取締役の任期の残存期間と同一

とする」旨の定款の変更を行い，取締役全員を再選したときは，Ｄの選任時から起

算してその法定任期が満了していないときであっても，当該定時株主総会の終結の

日における取締役Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの任期満了による退任及び就任に基づく重任の

登記を申請することができる。 

オ 指名委員会等設置会社の定めを設けた場合において，報酬委員の過半数を会社の執

行役に選任しているときは，指名委員会等設置会社の定めの設定の登記を申請する

ことはできない。 

1 アウ     2 アエ     3 イウ     4 イオ     5 エオ 
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第６問 役員変更の登記② 
科 目 

正解 ５ 
商業登記法 

 

【コメント】 

取締役会設置会社である旨や監査役設置会社である旨などの設定は，株式会社の登記記録

上，役員に関する事項（役員区）ではなく，それとは別に，会社状態区に記録されます。

これら役員区と会社状態区の登記については，たとえば，取締役設置会社となる場合であ

れば，3 名以上の取締役の就任の登記がなければ，設定の登記のみでは受理されない，等の

関係があることを押さえておきましょう（記述ア，オ）。 

類似過去問 なし 

 

ア誤 り。監査役会設置会社は，監査役 3名以上を置き，そのうち半数以上が社外監査役でな

ければならない（会社法 335 条 3 項）。よって，新たに監査役会を置く旨の定款の

変更を行った場合であっても，この条件を満たす監査役の登記がなければ，監査役

会設置会社の定めの設定の登記を申請することはできない。本記述においては，監

査役が 4名あり，その半数が社外監査役の要件を満たすのであるから，新たに社外

取締役を増員し，その就任の登記をする必要はなく，（社外監査役の登記がされて

いない場合には，社外監査役である旨の登記と併せて）監査役会設置会社の定めの

設定の登記を申請すれば足りる。したがって，本記述は誤っている。 

 

イ誤 り。定款の定めに基づき取締役の過半数の同意又は取締役会の決議によって取締役等の

責任の一部免除を行う場合において，当該株式会社に「最終完全親会社等」があり，

免除すべき責任が「特定責任」に当たるときは（会社法 426 条），最終完全親会社

等の株主も異議を述べることができる場合がある（会社法 426 条 7 項）。しかし，

取締役等の責任免除に関する規定を設ける段階では，取締役等の責任を免除するか

否かや免除すべき責任が特定責任の要件に該当するか否かは定まっていない。その

ため，取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定を設ける定款変更の時点で

当該株式会社に最終完全親会社等がある場合であっても，当該株主総会の決議に加

え，当該最終完全親会社等の株主総会の決議を得る必要はないとされている（『一

問一答平成 26 年改正会社法』P.179，同書第 2 版 P.198）。よって，取締役等の会

社に対する責任の免除に関する規定の設定の登記の申請書に，最終完全親会社等の

株主総会議事録を添付する必要はない（商登法 46条 2項参照）。したがって，本記

述は誤っている。なお，株主総会の特別決議による取締役等の責任の一部免除を行

う場合において，当該責任が特定責任であるときは，当該株式会社の株主総会決議

に加え，最終完全親会社等の株主総会の決議を得る必要がある（会社法 425 条 1

項）。 
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ウ誤 り。【参照】平 18.4.26民商 1110 

【ここで見抜く】本記述は，代表取締役Ａの就任の登記を申請しなければならない

としている点で誤っている。 

各自代表の会社が，取締役会を設置し，取締役（Ａ，Ｂ及びＣ）の中から代表取締

役（Ａ）を選定したときは，他の取締役（Ｂ及びＣ）は，会社を代表しなくなる

（会社法 349 条 1 項ただし書）。この場合，代表取締役に選定されない従前の代表

取締役（Ｂ及びＣ）の退任の登記のみを申請すればよく，既に代表取締役として登

記されているＡについては，何ら登記を申請することを要しない（平 18.4.26民商

1110「会社法の施行に伴う商業登記記録例」P.70）。したがって，本記述は誤って

いる。 

 

エ正しい。本記述は，昭 37.10.15民 4.215により正しい。定款を変更して｢補欠又は増員によ

り選任された取締役の任期は，他の取締役の任期の残存期間とする｣旨の規定を設

けた場合は，その定款変更の前に補欠又は増員により選任された取締役にも効力を

及ぼす（昭 37.10.15 民 4.215）。よって，補欠又は増員により選任された取締役以

外の取締役の任期満了に係る定時株主総会でその定めを設けた場合，増員・補欠役

員を含む全取締役の任期満了による改選を行い，その登記を申請すべきこととなる

（昭 37.10.15民 4.215）。 

 

オ正しい。指名委員会等設置会社にあっては，各委員会の委員の過半数は社外取締役でなくて

はならない（会社法 400 条 3 項）。社外取締役とは，株式会社の取締役であって，

当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の

使用人でないこと，さらに，過去 10 年内に当該株式会社又は子会社の業務執行取

締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人になったことがないことその他の要

件を満たすものをいう（会社法 2条 15号）。このような規定があるのは，取締役会

及び各委員が協力して執行役の業務の監督をするということが期待されているから

である。報酬委員である取締役の過半数が執行役である場合には，報酬委員会に社

外取締役が過半数存在しないこととなるため，指名委員会等設置会社の設定の登記

はできない。したがって，本記述は正しい。 

 

以上により，正しい記述はエとオであり，したがって，正解は肢 5となる。 
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✍学習の指針 

【会計監査人・仮会計監査人の登記】 

 会計監査人は会社の機関であるが，同じく会社の機関である「役員」（取締役・会計参与・

監査役）との違いに注意してほしい。 

1 会計監査人の就任 

  会計監査人は，公認会計士又は監査法人を前提資格とする（会社法 337条 1項）。 

  会計監査人の選任は，株主総会の普通決議によって行う。役員の選任決議については，定

足数についての定款の定めに関する制約があり， 議決権を行使することができる株主の議

決権の 3 分の 1 未満の割合とすることができない（会社法 341 条）。これに対し，会計監査

人の選任は，通常の普通決議（会社法 309 条 1 項）で足り，定款の定めにより，定足数を 3

分の 1未満とし，又は完全に排除することもできる。 

2 会計監査人の自動再任 

  会計監査人の任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までであるが（会社法 338 条 1 項），任期満了する定時株主総会において

別段の決議がなされなかったときは，当該定時株主総会において再任されたものとみなさ

れる（同条 2項）。 

3 仮会計監査人の選任 

  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において，遅滞

なく会計監査人が選任されないときは，監査役等は，一時会計監査人の職務を行うべき者

（仮会計監査人）を選任しなければならない（会社法 346条 4項，6項，7項，8項）。また，

その就任の登記は，会社の申請によってする。 

  これに対し，役員については，一時役員の職務を行うべき者（仮取締役等）の選任は，利

害関係人の申立てにより裁判所が行い，その登記も裁判所書記官の嘱託による。 

  会計監査人については，それが欠けた場合又は定款で定めたその員数が欠けた場合におい

て，任期満了又は辞任により退任した者が，新たに選任された者が就任するまで，なお当

該地位にある者としての権利義務を有する旨の規定はない（会社法 346条 1項参照）。 
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添付書面 

 1 会計監査人の就

任の登記 

2 会計監査人の重

任の登記 

3 仮会計監査人の

就任の登記 

① 株主総会議事録 要 要 ― 

② 就任承諾書 要 不要 要 

③ 

会計監査人が法人

でないとき 

資格証明書 

要 要 要 

④ 

会計監査人が法人

であるとき 

登記事項証明書 

要 要 要 

⑤ 
仮会計監査人の選

任を証する書面 
― ― 要 

注意点 

① １会計監査人の就任の登記については，その選任決議についての議事録を添付する（商登法 46 条 2

項）。２会計監査人の自動再任について，選任決議はされないことになるが，その退任日を確認するた

めに，定時株主総会の議事録の添付が求められる（商登法 54条 4項）。 

② ２会計監査人の自動再任については，擬制されるのは再選の決議のみであり，就任を承諾したもの

とみなされるわけではないが，会計監査人の地位の安定という趣旨から，通常は就任承諾があったも

のとみて，就任承諾書の添付は求められていない。 

③ 公認会計士の資格を証する書面を添付する必要がある（商登法 54条 2項 3号）。 

④ 監査法人の登記事項証明書を添付する（商登法 54 条 2 項 3 号）。１会計監査人・３仮会計監査人の

就任の登記については，（Ａ）当該監査法人自体の登記簿上の名称と会計監査人の名称の一致を確認す

ること及び（Ｂ）就任承諾をした監査法人の代表者の資格を確認することがその添付が求められる趣

旨である。２会計監査人の重任の登記についても，上記（Ａ）の趣旨から，登記事項証明書の添付が

必要である。 

  なお，上記のいずれの場合も，監査法人自体の主たる事務所の管轄登記所と当該株式会社の本店の

管轄登記所が同じときは，登記事項証明書の添付は不要である（商登法 54条 2項 2号）。 

⑤ ３仮会計監査人の選任を証する書面に該当するのは，会社の機関構成に応じ，監査役の選任書又は

監査役会議事録又は監査委員会議事録である。 
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